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平成 26 年 1月 29 日 

 

各      位 

本店所在地 東京都港区芝浦一丁目 14 番 5 号 

会社名 株式会社Ｔ＆Ｃホールディングス 

代表者名 代表取締役 田中茂樹 

 （コード番号 3832） 

問合せ先 取締役   松本貞子 

 （TEL. 03-5443-7489） 

 

 

定時株主総会の付議議案及び定款の一部変更ならびに 

取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 2 月 27 日開催予定の第 13 期定時株主総会の

付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、取締役の選任につきましては、平成 26 年 2 月 27 日開催予定の第 13 期定時株主総会での

承認可決後、正式に就任の予定です。 

 

記 

 

１． 定時株主総会付議議案 

 

第 1号議案  定款一部変更の件 

第 2号議案  取締役 4 名選任の件 

第 3号議案  監査役 1 名選任の件 

第 4号議案  ストックオプションとして新株予約権を発行する件 

 

２． 定款の一部変更について 

(1) 提案の理由 

① 現行定款第２条について、当社グループの事業ポートフォリオの変革に伴い、医療関連事

業において、今後、健康食品やアルコール等を扱う可能性があるため、事業目的を追加し、

また現行定款第６条については、今後、事業の再成長に向けた資本政策を実施する場合に

機動的に行えるようにするため、発行可能株式総数を法定の範囲内で増加するものであり

ます。 

② 議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第９条を新設し、同条以降の条

数の繰り下げを行うものであります。 

 

(2) 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 
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(3) 日程 

平成 26 年 2 月 27 日 

 

          （下線部が変更部分） 

現行定款 変更案 

（目的） 

第 2 条  当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

1.(1)～(15)   （省略） 

         （新設） 

(16)           （省略） 

2.～7.         （省略）  

      (新設） 

 

        （新設） 

8.(省略） 

 

（中略） 

 

（発行可能株式総数） 

第 6条  当会社の発行可能株式総数は、

8,283,200 株とする。 

 

 （中略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9 条～第 41 条   （省略） 

（目的） 

第 2 条  当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

1.(1)～(15)  （現行どおり） 

(16)酒類その他食品の販売及び輸出入 

(17)      （現行どおり） 

2.～7.     （現行どおり）  

8.医療機器の製造販売及び輸出入等、医療、

健康並びに美容に関する事業 

9.酒類その他食品の販売及び輸出入 

10.      （現行どおり） 

 

（中略） 

 

（発行可能株式総数） 

第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、

31,915,600 株とする。 

 

（中略） 

 

（単元未満株式についての権利） 

第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未

満株式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができない。 

(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権

利  

(2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請

求をする権利 

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式

の割当及び募集新株予約権の割当を受

ける権利 

 

第 10 条～第 42 条   （現行どおり） 

 

３．取締役４名の選任について（平成 26 年 2月 27 日付） 

   取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営

体制の強化及び今後の事業展開のため、１名増員して取締役４名の選任をお願いするものであ

ります。 

 なお、増員の 1 名につきましては、平成 25 年 11 月 28 日付「新たな事業の開始及び株式会

社ピースメーカーの株式取得（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ」にて公表のとおり、

当社が強化していく医療関連事業、特に病院の運営管理業務において、警備面の管理が必要に
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なると考え、警備事業とのシナジー効果を図った事業を展開するために、警備事業を営む株式

会社ピースメーカーの代表者である黄元圭氏を新任取締役候補者としたものであります。 
 

氏 名 新 職 選任の別 

田中茂樹 代表取締役 再任 

松本貞子 取締役 再任 

王 懐東 取締役 再任 

黄 元圭 社外取締役 新任 

 

 新任取締候補者の略歴 

氏 名 

（生年月日） 

略 歴 

 

 

 

 

ファン  ウォンギュ 

黄 元圭     
(昭和 36 年 11 月 28 日生) 

 

平成２年 12 月 アービリティアンドサクセスカンパニー㈱（現

㈱ジーザス） 取締役就任 

平成４年４月  大東建託㈱ 入社 

平成５年３月  東海セキュリティー㈲（現 東海セキュリティ

ー㈱）設立 代表取締役就任（現任） 

平成９年８月  東海セキュリティー㈲（現㈱ピースメーカー）

設立 代表取締役就任（現任） 

 

４．監査役 1名の選任について（平成 26 年 2月 27 日付） 

     監査役豊崎修氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお

願いするものであります。  

  なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。  

  監査役候補者は次のとおりであります。 

   豊崎 修（再任） 

   なお、豊崎修氏は、社外監査役の候補であります。 

 

５．ストックオプションとして新株予約権を発行する件について 

本議案は、会社法第 361 条の規定にもとづき、当社取締役に対して、報酬としてストックオプ

ションを付与することにつきご承認をお願いするものであります。 

本議案による新株予約権付与の目的は、当社の業績を取締役の報酬に反映させ、また株主価値 

と対象者の利益とを一致させることにより、当社取締役の経営意欲を一層高め、当社業績の向上

を図ることであります。当社の取締役の報酬は、平成17年6月30日開催の臨時株主総会において、

総額年3億円以内と決議されておりますが、本ストックオプションは、かかる報酬枠の範囲内で

付与されるものとします。 
 本議案の新株予約権は、当社取締役の員数および職位を基準として割り当てられるものであり

ます。 

 

（1）発行する新株予約権の総数 

 10,000 個を上限とする。 

 

（2） 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

 普通株式 1,000,000 株（新株予約権１個につき目的である株式（以下、「付与株式数」という。）
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は、当社普通株式 100 株とする。） 

  なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約

権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これ

を切り捨てるものとする。 
 
    調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数×分割・併合の比率 

   

 また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、また 

は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。   

 

（3） 新株予約権の割当てを受ける者 

  本株主総会における第2号議案「取締役４名選任の件」の承認可決を条件として、当社取締役

に対して本ストックオプションを付与する予定です。 

 

（4）新株予約権の払込金額 

 金銭の払込みを要しないものとする。なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権

であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。 

 

（5）新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使に際して払込

みをすべき 1 株あたりの金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた価額とする。 

 行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日

（取引が成立していない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

の平均値（1 円未満の端数は切り上げる）または割当日の終値（当日に終値がない場合は、それ

に先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い金額とする。 

  なお、以下の①、②の場合には、行使価額の調整を行い、1 円未満の端数は切り上げるもの

とする。 

① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により

行使価額を調整する。 

                                                1 
 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
株式分割（または株式併合）の比率 

 

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を

実施するとき（新株予約権の行使による場合等を除く）は、次の算式により行使価額を

調整する。 

 

 
 
 
 

  
  なお、上記算式中の「既発行株式数」には当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己

調整後行使価額 = 調整前行使価額×  

新規発行株式数×1株あたり払込金額 
既発行株式数＋ 

時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとす

る。 
 

（6）新株予約権を行使することができる期間  

新株予約権の割当日の翌日から５年以内とする。ただし、権利行使期間の 終日が会社の休

日にあたるときは、その前営業日を 終日とする。 

 

（7）新株予約権の価値評価 

新株予約権の価値は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとにブラック・

ショールズ・モデルにより算出した公正な評価単価に基づくものとする。 

 

（8）新株予約権の行使条件 

① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位にあるこ

とを要する。 
② 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 
④ その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。  

 
（9）新株予約権の譲渡制限 

  本新株予約権は、ストックオプションを目的として発行されるものであり、譲渡ができない。 

 

（10）新株予約権証券 

  当社は新株予約権証券を発行しない。 

 

（11）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

   ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第 17 条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の 2分の 1 の金額とし、計算の結果 1

円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の

資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

（12）その他の新株予約権の内容 

新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会にお

いて定める。 

以上 

 


